
 

市営住宅入居者募集のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込期間 ６月１日（月）～１５日（月）（土・日曜日を除く） 

午前９時～１１時３０分、午後１時～４時 

申込方法 申込者本人または、同居予定の方が下記の受付場所

に必要書類をお持ちください 

受付場所 市役所４階都市整備課  
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市営住宅とは 

市営住宅は、経済的な理由などで、住宅の確保にお困りの方へ安価な家賃で提供する住宅です。

入居は、住宅の困り具合（住宅困窮度）を評価して決定しており、家賃は収入などに応じて変わ

ります。 

入居には、さまざまな条件がありますので、しおりを良くご覧になり、お申し込みください。 

 

 

 

申し込みの注意事項 
●申し込みは、１世帯 1 住宅に限ります。（同居親族を含む）２住宅以上申し込むと失格になり

ます。 

●窓口のみで受け付けています。郵送などでの受け付けができません。 

●提出書類に不備や不足がある場合には、受け付けできません。 

●提出書類などに虚偽があった場合は、失格になります。 

●申込書に「入居時に同居しようとする者」欄に記入していない方は入居できません。 

●申込書の基準日は令和8 年6 月15日になります。 
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申込資格 
基準日の時点で以下のいずれにも該当する方が入居を申し込むことができます。 

１． 成人（１８歳以上）である。 

 

２． 同居しているまたは、同居しようとしている親族（婚姻関係と同じ事情にある方、結婚な

どの予定がある方を含む）がいる。 

※夫婦（同様の関係を含む）は、原則、世帯を分けて申し込むことができません。 

◆以下に該当する方を除きます（入居は２ＤＫ以下の住宅のみ）。 

●60歳以上の方。 

●身体障害1～4級、精神障害1～3級、知的障害A1～B2の方。 

●戦傷病者。 

●原子爆弾被爆者。 

●生活保護受給者。 

●中国残留邦人。 

●帰国後5年以内の引揚者。 

●ハンセン病療養所入所者。 

●一時保護などの終了から5年以内の DV被害者。 

 

３． 入居者全員の収入が基準額（「収入基準（３ページ）」参照）以下。 

 

４． 市内に住所または、勤務先がある。 

 

５． 入居者全員が市税（市民税、国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税）を

滞納していない。 

 

６． 住宅に困っている（下記参照）。 

※住宅を所有している方は、原則、申し込みができません。 

●住宅以外の建物（店舗、倉庫など）に住んでいる。 

●危険または、不衛生な住宅に住んでいる。 

●他の世帯と同居していることで生活に不便がある。 

●親族（結婚などの予定がある方を含む）と同居するための住宅がない。 

●世帯人数に対して住宅が狭い。 

●立ち退きを求められている。 

●通勤に時間がかかっている。 

●収入に比べて家賃が高い。 

 

７． 暴力団員でない。  
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収入基準 
以下の基準額（月額）以下の方が市営住宅へ入居できます。 

基準額は、世帯全員の1年間（令和７年１～１２月）の所得から次項「所得金額の控除（４～

５ページ）」の控除額を差し引いた額を12 で割った（1カ月分にした）金額です。 

※所得は、給与・年金収入などから所得控除額を差し引いた後の金額です。詳しくは、源泉徴

収票をご覧になるか年金事務所などへお問い合わせください。 

 

一般世帯（原則世帯） １５８，０００円 

裁量世帯    ２１４，０００円 

 

裁量世帯とは 

●子育て世帯 小学校入学前の同居者がいる。 

●高齢者世帯 申込者が６０歳以上で、同居者全員が１８歳未満または６０歳以

上。 

●障がい者世帯 身体障害 1～4 級、精神障害 1～2 級、知的障害 A1～B2 の方が

いる。 

●戦傷病者世帯 戦傷病者（特別項症～６項症、第１款症）がいる。 

●被爆者世帯 原子爆弾被爆者がいる。 

●海外引揚者世帯 帰国後５年以内の引揚者がいる。 

●ハンセン病療養

所入所等世帯 

ハンセン病療養所等へ入所した方がいる。 
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所得金額の控除 
 以下に該当する世帯は、世帯の年間所得から以下の控除額を差し引くことができます。 

給与及び公的年金所得がある方はそれぞれの所得から、一人あたり最大 100,000 円（所得 

100,000円未満の方は所得金額）を追加控除します。 

 

 対象 控除額 合計 

１．親族控除 申込者以外の同居者または所得税法上の扶

養親族がいる。 

380,000 円×  人 

円 

２．所得調整

控除 

入居者に給与・年金所得がある。 100,000 円（未満の場

合はその金額）×  人 円 

３．特定扶養

控除 

配偶・婚約者以外に 16 歳以上 23 歳未満

の扶養親族がいる。 

250,000 円×  人 

円 

４．老人扶養

親族・控除対

象配偶者控

除 

70歳以上の老人扶養親族・控除対象配偶者

がいる。 

100,000 円×  人 

円 

５．ひとり親

控除 

入居者で婚姻していない（配偶者の生死が

明らかでない方を含む）方のうち次の全て

に該当する。 

●婚姻関係と同じ事情にある方がいない。 

●生計を同一にする子がいる。 

 ※総所得などが 48 万円以下で他者の同

一生計配偶者、扶養親族になっていない子

に限る。 

●合計所得金額が500 万円以下である。 

350,000 円（未満の場

合はその金額）×  人 

円 

６．寡婦控除 ひとり親控除に該当せず、次のいずれかに

該当する。 

●夫と離婚後に婚姻をせず、扶養親族がお

り、合計所得金額が 500万円以下である。 

●夫と死別後（生死が明らかでない場合を

含む）に婚姻をしておらず、合計所得金額

が500 万円以下である。 

270,000 円（未満の場

合はその金額）×  人 

円 
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７．特別障が

い者控除 

入居者と「1.親族控除」へ当たる方に次のい

ずれかの方がいる。 

●身体障害1～２級 

●精神障害1 級 

●知的障害A1～2 級 

●戦傷病者特別項症～第 3項症 

●原子爆弾被爆者（厚生労働大臣の認定を

受けている方） 

400,000 円×  人 

円 

８．障がい者

控除 

入居者と「1.親族控除」へ当たる方に特別障

がい者控除対象以外の障がいがある方がい

る。 

270,000 円×  人 

円 

控除額合計 円 

※表2.～６.は所得税法上、認定された方が対象となります。また、寡婦控除（寡夫控除）とひと

り親控除は重複しての適用はありません。 

 

基準額（世帯所得）の計算 
 

  本人の所得（年額）     の所得 

    の所得     の所得 

世帯の所得合計（年額） 控除額合計 

１２ 控除後の所得 

基準額 
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提出書類 
 市営住宅入居申込書、同意書、世帯状況報告書の他、入居予定者の状況に合わせて以下の書類

（提出できないものは写し）をご用意ください。 

 

 項目 対象 必要書類の例 

 

居住および世帯関係

を証明するもの 

申込者 住民票、マイナンバーカ

ード、運転免許証 

 同居する親族 住民票（続柄記載）、戸籍

謄本 

 婚姻関係と同じ事情にある方 住民票（続柄に「夫・妻（未

届）」と記載）、パートナー

シップ宣誓書受領証 

 結婚などの予定がある方 婚姻証明書 

 

裁量世帯および単身

入居資格を証明する

もの 

60歳以上の方 住民票、マイナンバーカ

ード、運転免許証 

 身体障害 1～4 級、精神障害 1

～3級（裁量世帯は２級まで）、

知的障害A1～B2の方 

障害者手帳 

 戦傷病者 戦傷病者手帳 

 原子爆弾被爆者 被爆者健康手帳 

 生活保護受給者 生活保護受給者証 

 中国残留邦人 永住帰国者証明書 

 海外引揚者 引揚証明書 

 ハンセン病療養所入所者 入所証明書 

 DV被害者 配偶者からの暴力の被害

者に係る証明書 
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収入を証明するもの 

令和７年1月1日以前から同じ

会社に勤めている方 

令和８年度の市・県民税

（非）課税証明書、源泉徴

収票、給与明細（令和７年

分） 

 令和７年1月2日以降から現在

の会社に勤めている方 

月別給与支払証明書、給

与明細 

 年金所得者（障害・遺族・福祉年

金を除く） 

令和８年度の市・県民税

（非）課税証明書、年金額

通知書 

 事業所得者 令和８年度の市・県民税

（非）課税証明書、確定申

告書 

 所得のない方 令和８年度の市・県民税

（非）課税証明書 

 市税の完納を証明す

るもの 

市外在住で市内に勤務先がある

方 

完納証明書 

 市内の勤務先を証明

するもの 

市外在住で市内に勤務先がある

方 

在職証明書 

 

住宅困窮理由を証明

するもの 

住宅以外の建物、危険・不衛生な

住宅に住んでいる方 

住宅の所在地が分かるも

の 

 世帯人数に対して住宅が狭い方 賃貸借契約書、居住面積

の分かるもの 

 立ち退きを求められている 立ち退きの通知書 

 収入に比べて家賃が高い方 賃貸借契約書 

※入居の状況に応じて、その他の資料提出をお願いする場合があります。 
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募集住宅について 
●複数戸数の募集がある場合には、入居順位に応じて案内します（部屋を指定した応募が

できません）。 

●特別空き家は、人身事故などがあった住宅です。 

●いずれの住宅にも機能維持を目的とした修繕を施し、リフォームではありません。 

●いずれの住宅にもエレベーターがありません。 

●いずれの住宅にもエアコンがありません。 

●いずれの住宅でもペットの飼育ができません。 

●直接建設住宅には、風呂設備がありません。 

●借上型住宅では、借上期間満了時に転居していただきます。 

●軽度障がい者用住宅は、介護保険証（介護保険被保険者証）を利用されている方または、

障がい者手帳をお持ちの方が対象となります。 

●修繕状況により、入居案内の時期が遅れる場合があります。 

●都合により、掲載の住宅が提供できない場合があります。  

募集住宅 
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住宅番号 住宅名 住所 家賃 間取り 階層 戸数 

直接建設型住宅 

1 北相武住宅 
相武台 

2-22-1 

25,900～ 

51,600円 

3DK 1階 
1 

2 四ツ谷住宅 
四ツ谷26 25,000～ 

49,100円 

3DK 2階 

メゾネット 
3 

3 
立野台住宅 

立野台 

1-11-3

他 

25,300～ 

51,900円 

3DK 1～3階 

9 

直接建設型住宅 軽度障がい者用 

4 四ツ谷住宅 
四ツ谷26 25,000～ 

49,100円 

3DK 1階 
1 

直接建設型住宅 特別空き家 

5 四ツ谷住宅 
四ツ谷26 25,000～ 

49,100円 

3DK メゾネット 
1 

6 立野台住宅 
立野台 

1-14-2 

25,500～ 

50,100円 

3DK 2階 
1 

借上型住宅（単身者入居可） 

7 シティハウス鈴鹿 
座間 

2-3110 

19,800～ 

38,900円 

２DK ２階 
２ 

8 シティハウス緑ヶ丘 
緑ケ丘 

1-20-27 

16,500～ 

32,300円 

1DK １階 
1 

９ シティハウス長宿 
入谷西 

2-21-26  

18,６00～ 

36,６00円 

1DK １・2階 
３ 

10 シティハウス皆原 
入谷東 

4-58-2 

15,000～ 

29,500円 

1DK １・2階 
２ 

11 

シティハウス中谷戸 
入谷西 

3-3-27  

15,200～ 

29,８00円 

1DK 2階 
1 

12 
20,400～ 

40,100円 

2DK 2階 
1 

13 
シティハウス四ツ谷西

Ⅰ 

四ツ谷 

898-1 

20,400～ 

40,100円 

2DK １階 
1 

14 

シティハウス四ツ谷西

Ⅱ 

四ツ谷 

898-2 

16,500～ 

32,300円 

1DK 

 

１階 

 
1 

20,400～ 

40,200円 

２DK 

 

1階 

 
1 

15 シティハウス新田 
新田宿 

8-3 

20,400～ 

40,000円 

2DK 2階 
1 
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北相武住宅（住宅番号１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 2棟 

戸数 30戸 

所在地 1号棟：相武台2丁目22番 1号 

2号棟：相武台2丁目22番 2号 

建設年度 1号棟：昭和56年度 

2号棟：昭和57年度 

階数 3階建て 

間取り ３ＤＫ 

ガス プロパンガス 

学区 相武台東小学校、座間中学校 

アクセス 小田急線 相武台前駅 徒歩15分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 
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四ツ谷住宅（住宅番号２・４・５） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 4棟 

戸数 15戸 

所在地 四ツ谷26番地 

建設年度 昭和58年度 

階数 2階建て 

間取り ３ＤＫ（メゾネットあり） 

ガス プロパンガス 

学区 入谷小学校、西中学校 

アクセス ＪＲ相模線 入谷駅 徒歩7分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

間取りの一例（メゾネット） 
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立野台住宅（住宅番号３・６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 5棟 

戸数 72戸 

所在地 1号棟：立野台1丁目14番 1号  4号棟：立野台1丁目11番 4号 

2号棟：立野台1丁目14番 2号  5号棟：立野台1丁目11番 5号 

3号棟：立野台1丁目11番 3号 

建設年度 昭和59～62年度 

階数 3階建て 

間取り ３ＤＫ 

ガス プロパンガス 

学区 立野台小学校、栗原中学校 

アクセス 小田急線 座間駅 徒歩20分 

神奈川中央交通バス停「市営住宅前」 徒歩2分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 
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シティハウス鈴鹿（住宅番号７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 １０戸 

所在地 1号棟：座間２丁目３１０６番地 

2号棟：座間２丁目３１１０番地 

建設年度 平成１２年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫまたは２DK 

ガス プロパンガス 

学区 座間小学校、西中学校 

アクセス 小田急線 座間駅 徒歩１６分 

 

- 

 

 

   

間取りの一例 
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シティハウス緑ケ丘（住宅番号８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 １０戸 

所在地 1号棟：緑ケ丘１丁目２０番２５号 

2号棟：緑ケ丘１丁目２０番２７号 

建設年度 平成１４年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫまたは２DK 

ガス 都市ガス 

学区 立野台小学校、座間中学校 

アクセス 小田急線 座間駅 徒歩１９分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 
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シティハウス長宿（住宅番号９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 １２戸 

所在地 1号棟：入谷西2丁目２１番２３号 

2号棟：入谷西2丁目２１番２６号 

建設年度 平成１４年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫ 

ガス プロパンガス 

学区 座間小学校、西中学校 

アクセス JR相模線 相武台下駅 徒歩１３分 

神奈川中央交通バス停「座間」または「座間中宿」徒歩５分 

 

 

 

 

  

  

間取りの一例 
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シティハウス皆原（住宅番号１０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 10戸 

所在地 入谷東4-58-2 

建設年度 平成１5年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫ・2DK 

ガス プロパンガス 

学区 入谷小学校、西中学校 

アクセス 小田急線 座間駅 徒歩5分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 
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シティハウス中谷戸（住宅番号１１・１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 １０戸 

所在地 1号棟：入谷西三丁目３番２７号 

2号棟：入谷西三丁目３番２８号 

建設年度 平成１５年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫまたは２DK 

ガス プロパンガス 

学区 座間小学校、西中学校 

アクセス 小田急線 座間駅 徒歩１２分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 
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シティハウス四ツ谷西Ⅰ（住宅番号１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 １０戸 

所在地 四ツ谷８９８番地の１ 

建設年度 平成１６年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫ 

ガス プロパンガス 

学区 座間小学校、西中学校 

アクセス JR相模線 入谷駅 徒歩１４分 

神奈川中央交通バス停「座間四ツ谷」徒歩４分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 
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シティハウス四ツ谷西Ⅱ（住宅番号１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 １０戸 

所在地 四ツ谷８９８番地の２ 

建設年度 平成１７年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫ 

ガス プロパンガス 

学区 座間小学校、西中学校 

アクセス JR相模線 入谷駅 徒歩１４分 

神奈川中央交通バス停「座間四ツ谷」徒歩４分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 
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シティハウス新田（住宅番号１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟数 ２棟 

戸数 １４戸 

所在地 新田宿８番地の３ 

建設年度 平成１８年度 

階数 ２階建て 

間取り １ＤＫ 

ガス プロパンガス 

学区 座間小学校、西中学校 

アクセス JR相模線 入谷駅 徒歩１５分 

神奈川中央交通バス停「神社前」徒歩４分 

 

 

 

 

   

間取りの一例 



21 

 

 

入居スケジュール 
 

申し込み ６月１日（月）～1５日（月） 

 

 

審査 ６月中旬～7月上旬 

 

 

選考（市営住宅運営審議会） 7月中旬～8月上旬 

 

 

入居者決定などの通知 8月中旬～８月下旬 

 

 

入居手続き １． 住宅の案内 

２． 入居の承認 

３． 入居請書の提出 

４． 敷金の納付 

５． 入居日の指定 

※修繕状況により、入居案内の時期が遅れる場合があります。 

 

 

入居 １． 鍵の受け渡し 

２． 入居開始 

 

 

入居手続きについて 

●敷金は、家賃の３カ月分です。 

●入居指定日から 5 日以内に入居してください。 

●家賃は、入居指定日から日割りで発生します。 
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入居後の生活（重要事項） 

 
●家賃の納期限は、毎月末です。３カ月以上滞納すると住宅明け渡しの対象となるので、ご注意くだ

さい。 

 

●毎年の収入申告で翌年の家賃を決定しています。申告を忘れないようにしてください。申告がない

場合は家賃が高額となる恐れがあります。 

 

●入居後３年を経過し収入が基準額を超過すると、住宅明け渡しの努力義務が発生します。 

 

●入居後５年を経過し高額所得者と認定された場合は、住宅明け渡しの必要があります。 

 

●外灯など、共用部分の管理費は入居者の負担です。住宅ごとのルールをご確認ください。 

 

●共用部の管理（清掃、中・低木剪定、草刈りなど）は、入居者の務めになります。 

 

●ペットの飼育、エサやり等は一切禁止です。 

 

●周辺環境を乱す、他に迷惑を及ぼすなど、条例に違反する行為は住宅明け渡しの対象となります。 
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所得の計算方法 
 「収入基準額」（３ページ）を算定するための計算方法です。１人で複数の収入がある方、２人以上

の収入がある世帯は、それぞれを合算してください。 

 

給与所得者 

 令和７年１月１日以前から引き続き同じ会社に勤務している方は、令和７年分源泉徴収票の給与所

得控除後の金額が所得額となります。その他の方は、下表を参考に計算してください。 

 

◆年間収入額 

令和７年１月２日以降に就職し１年以上勤務 直近１２カ月間の総収入額 

就職後１年に満たない （総収入額－賞与）÷（勤務翌月～令和７年５月の

月数）×１２＋賞与 

１カ月分の給与を受け取っていない 支給予定の１カ月分給与×１２ 

 

◆年間所得額 

年間収入額 年間所得額 

551,000円未満 0円 

551,000円以上1,619,000円未満 年間総収入額－550,000円 

1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円 

1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円 

1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円 

1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円 

1,628,000円以上1,800,000円未満 A は、年間総収入額を
4,000で割り、1円未満
を切り捨てたものに
4,000を掛けたもの 

A×0.6＋100,000円 

1,800,000円以上3,600,000円未満 A×0.7－80,000円 

3,600,000円以上6,600,000円未満 A×0.8－440,000円 

6,600,000円以上8,500,000円未満 年間総収入額×0.9－1,100,000円 
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年金所得者 

◆年間収入額 

１年以上年金を受給している 前年中の支払い年金額（改定時は改定通知書支払い

年金額）。 

１年以上年金を受給していない 年金証書の支払い年金額（改定時は改定通知書支払

い年金額）。 

 障害・遺族・福祉年金など非課税の方の年間所得額は、０円です。 

 

◆年間所得額 

 年間収入額 年間所得額 

６
５
歳
以
上 

1,100,001円未満 0円 

1,100,001円以上3,300,000円未満 年間収入額－1,100,000円 

3,300,000円以上4,100,000円未満 年間収入額×0.75－275,000円 

4,100,000円以上7,700,000円未満 年間収入額×0.85－685,000円 

６
５
歳
未
満 

600,001円未満 0円 

600,001円以上1,300,000円未満 年間収入額－600,000円 

1,300,000円以上4,100,000円未満 年間収入額×0.75－275,000円 

4,100,000円以上7,700,000円未満 年間収入額×0.85－685,000円 

 

 

その他所得者（自営業者など） 

◆年間所得額 

令和７年1月1日以前から継続している 令和７年分所得税確定申告書の所得金額（年間収入

額－必要経費） 

令和７年 1 月 2 日以降に開業し、1 年以上継続し

ている 

開業翌月から1年分の収入額－必要経費 

令和７年 1 月 2 日以降に開業し、1 年以上継続し

ていない 

（開業翌月から令和８年 5 月までの収入額－必要

経費）÷（開業翌月から令和８年5月までの月数）

×12 
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都市整備課 

市営住宅係 
市役所４階 

TEL ０４６－２５２－７０３２ 

FAX ０４６－２５５－３５５０ 


